
屋外広告物許可事務フロー　地上設置・壁面広告物 △

合計面積が 申請不要 許可不要
５㎡以下

壁面 市許可
○ 合計面積が
自家用広告物 ５㎡超２０㎡以下 要申請 高さ１０ｍ以下 都許可

地上設置
高さ１０ｍ超 許可できない

★ 合計面積が
禁止区域内 ２０㎡超 許可できない

自家用広告物以外 許可できない
（貸し看板等）

特殊なもの（公共用、管理上必要なもの等）については許可可能（規則第１４条第１項第二号イ、ロ、ハ）
△
合計面積10㎡以下 申請不要 許可不要

地上設置・壁面（広告板）
１枚当り20㎡以下 市許可

自家用広告物
１枚当り

壁面 20㎡超50㎡以下 都許可
(商業地域100㎡以下) （※）

合計面積10㎡超 要申請 １枚当り50㎡超 許可できない
(商業地域100㎡超)

高さ10ｍ以下 都許可
地上設置 （商業地域13m以下） （※※）

☆
許可区域内 高さ10ｍ超 許可できない

（商業地域13m超）

１基あたり合計面積10㎡超 許可できない
第１・２種住居地域

１基あたり合計面積10㎡以下 １枚当り20㎡以下 市許可
自家用広告物以外
（貸し看板等） 1枚当り

壁面 20㎡超50㎡以下 都許可
第１・２種住居地域以外 要申請 (商業地域100㎡以下)

１枚当り50㎡超 許可できない
(商業地域100㎡超)

地上設置 高さ１０ｍ以下 都許可
（※※）

高さ１０ｍ超 許可できない
（※※※）

特殊なもの（公共用、管理上必要なもの等）については許可不要で設置可（面積制限等有り）

★禁止区域：第１種・２種低層住居専用地域、第１種・２種中高層住居専用地域、風致地区、知事の定める高速道沿線等
☆許可区域：商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域、準住居地域、第１種・２種住居地域等
○自家用広告物：自己の氏名、名称、店名等を表示するために自己の住所や事業所等に表示する広告物。
△壁面・地上・突出等、全ての広告物の合計面積。

※ただし、窓・開口部をふさがず、建物１壁面の１０分の３以下（その壁面に設置する広告板の合計面積で）とすること。他に高さの制限有り。（その２参照）
※※道路占用許可が必要な場合あり（その２参照）
※※※自家用以外は商業地域でも１０ｍを超えることはできない。

注：本フロー図にない事例については「東京都屋外広告物条例の手引」等を参照すること。


